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について
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H30.09 「社会資本整備審議会 河川分科会 大規模広域豪雨を踏まえ
た水災害対策検討小委員会」を設置
⇒新たな課題に対する対応策の検討・推進

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画の改定

平成30年7月豪雨をはじめ近年各地で大水害が発生していることを受け、大規模広域豪雨
を踏まえた水災害対策検討小委員会で、新たな課題に対する対応策等が検討され、緊急
対策がまとめられた答申が公表された。答申を受け国土交通省では「水防災意識社会」の
再構築に向けた緊急行動計画を改訂した。

H29.12 土砂・流木対策を追加
※「中小河川緊急治水対策プロジェクト」発表

水防災意識社会の再構築に向けた取組を制度化、行動計画を作成
※H29.05 水防法等の一部を改正する法律公布
※H29.06 「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画を公表

H27.12 「水防災意識社会再構築ビジョン」策定

H28.08 中小河川に拡大することを決定

H27.09 平成27年9月 関東・東北豪雨

H28.08 北海道・東北地方を襲った一連の台風

H29.07 平成29年7月 九州北部豪雨

H30.07 平成30年7月豪雨

H30.12 「大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策のあり方について
～複合的な災害にも多層的に備える緊急対策～ 答申」を公表

PDCAサイクルにより、
取組を充実し加速

※H31.1 「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画を改訂

H30.7
豪雨

【平成30年7月豪雨の特徴】
 長時間の豪雨かつ土砂･洪水氾濫な

ど複合的な要因により面的に広い
範囲で甚大な人的被害や社会経済
被害が発生

 切迫感を感じられない等の理由か
ら避難を決断できず逃げ遅れた住
民

 ライフラインや交通インフラが被
災したことで地域の防災機能や社
会経済機能などに影響が発生

平成30年7月豪雨を踏まえ減災対策に係る取組方針の見直しを行った

【対策方針】
 関係機関の連携によるハード対策の強化
 多くの関係者の事前の備えと連携の強化

により、複合的な災害にも多層的に備え、
社会全体で被害を防止・軽減させる対策
の強化
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「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画の改定

平成30年7月豪雨をはじめ近年各地で大水害が発生していることを受け、社会全体で洪水
に備える「水防災意識社会」を再構築する取組をさらに充実し加速するため2020年度目途
に取り組むべき緊急行動計画を改定。

出典：「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画の改定
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取組項目の推進と充実＆取組加速

岡山三川の減災対策協議会におけるこれまでの経緯
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吉井川・旭川水系および高梁川水系では、平成28年度に大規模氾濫時の減災対策協議
会を立ち上げ、「水防災意識社会再構築ビジョン」を踏まえた取組を始めていたところで
あったが、平成30年7月豪雨では甚大な人的被害、社会経済被害が発生した。
令和元年度の協議会では豪雨の経験を踏まえ、取組項目の推進と充実を図った。

 平成30年度の減災対策の取組結果の報告・共有
 国・県の減災対策協議会の統合
 平成30年7月豪雨の経験を踏まえ緊急的に取り組むべき施策等を追加した取組方針の見直し

水防災意識社会の
「再構築」

目標達成への取組

減災協議会設置
取組方針決定

平成28年度

フォローアップ
・取組状況の共有
・取組の見直し

報告

平成30年度

平成30年
7月豪雨

令和2年度

フィードバック
・取組の進捗状況
・取組を推進する上での
課題等

・取組方針の見直し
・制度等の改正

平成29年度 令和元年度

取組方針
改定

豪雨を踏まえた取組方針

①国・県の減災対策協議会の統合
②平成30年7月豪雨の経験を踏まえ緊急的
に取り組むべき施策等の追加



各水系減災対策協議会「地域の取組方針」の見直しについて

地域の取組方針の改定にあたっては、「大規模氾濫減災協議会の地域の取組方針の改定について
（令和2年11月30日付け中国地方整備局河川部事務連絡）」に基づき、緊急行動計画に関する令和３年度からの取組基
本方針（案）により行うこととする。

見直しにあたっての基本方針

「大規模氾濫減災協議会」の運用について（令和2年4月30日付け国水計調第1号、国水情第4号、国水環保第2号）に基づき、
「令和元年の洪水等を踏まえた協議会における取組内容の充実」を踏まえ、令和２年度中に「地域の
取組方針」の見直しを行うこととなった。
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岡山三川における考え方（案）

 令和３年度からの取組基本方針（案）を反映した取組項目について、今後の５年間の取組に追加。
（追加した取組内容は次ページのとおり）

 実施済の取組内容のうち、訓練等を通じて習熟、改善を図る必要がある内容は、その旨を追記し

て継続。（多機関連携型水害タイムラインの有効活用、関係機関が連携し新型コロナウイルスを踏まえた実働水防訓練の実施など）

 減災に関連する新たな取組を記載。
（既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた取組、流域全体で水害を軽減させる「流域治水」についての取組）



令和３年度以降の取組方針(案)に追加した項目

1.応急的な退避場所の確保・・・６ページ
２.要配慮者利用施設の避難確保計画の作成支援及び訓練の促進
（全対象施設の避難確保計画作成の達成）・・・７ページ

３.共助の仕組みの強化（水害からの高齢者の避難行動の理解促進に
向けた高齢者福祉部局との情報共有等）・・・８ページ

４.住民一人一人の避難計画（マイ・タイムライン）の普及・・・９ページ
５.不動産関連事業者への水害リスクの情報提供等・・・10ページ
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応急的な退避場所の確保
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要配慮者利用施設の避難確保計画作成支援及び訓練の促進
（全対象施設の避難確保計画作成の達成）

○水防法及び土砂災害防止法の改正（H29.6）により、洪水による浸水が想定される区域や土砂災害
（特別）警戒区域内の要配慮者利用施設について、避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務化
された。
○岡山河川事務所では、減災対策協議会にて全国の作成率や手引き等の情報共有を図っているとこ
ろ、岡山県内の作成状況（R2.10.31時点）は下表のとおり。
○岡山市の「講習会プロジェクト」を皮切りに、令和３年度末までに要配慮者利用施設の避難確保計
画の作成率100％、逃げ遅れによる人的被害ゼロの実現を目指す。

岡山市の取組事例
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都道府県
対象

要配慮者
利用施設数

避難確保計
画作成済み
施設数

全国 88,601 55,075

中国地方 8,020 4,933

岡山県 3,070 1,384

R2.10.31時点（洪水のみ）



共助の仕組みの強化（水害からの高齢者の避難行動の理解促進に向けた
高齢者福祉部局との情報共有等）
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住民一人一人の避難計画（マイ・タイムライン）の普及
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「マイ・タイムライン」の取組状況（中国地方整備局調べ 令和２年末時点）



不動産関連事業者への水害リスクの情報提供等

■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する取組

太田川水系減災対策協議会の取り組みとして、不動産関係者に対して浸水想定区域図やハザードマップ等の水害リスクに関
する情報の解説を行う専門家を派遣しました。

・一般社団法人全国住宅産業協会 不動産流通セミナー
・参加者：約２０名
・開催日：令和元年１１月２２日
・開催地：広島市

不動産売買時の災害リスク情報の説明については「宅地建物取引における重要事項説明」として位置づけられ、これまで津波や土砂災害については、
事前説明が義務づけられています。しかし、水害についても、住民の命に直結することから、水害リスクを正しく理解して頂き、宅地若しくは建物の売買
の際に、水害リスク情報を購入者へ周知をお願いする取り組みです。

浸水想定区域図・ハザードマップの周知について
国交省職員が専門講師として解説

災害リスク情報における重要事項
説明の現状について解説

災害時の避難や事前防災対策に
役立つポータルサイトを紹介

本取り組みはR1.7.23全国知事会においても提言されています
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